
1 

 

税務訴訟資料 第２７３号（順号１３８４９） 

 

 最高裁判所（第一小法廷） 令和●●年（○○）第●●号 過少申告加算税取消請求上告受理事件 

 国側当事者・国 

 令和５年５月１０日不受理・確定 

 （控訴審・高松高等裁判所、令和●●年（○○）第●●号、令和４年１２月１５日判決、本資料２

７２号・順号１３７９１） 

 （第一審・高松地方裁判所、令和●●年（○○）第●●号、令和４年６月９日判決、本資料２７２

号・順号１３７２７） 

 

    決     定 

 申立人         株式会社Ａ 

 同代表者代表取締役   甲 

 相手方         国 

 同代表者法務大臣    齋藤 健 

 同指定代理人      佐藤 博行 

 

  裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。 

 

第１ 主文 

 １ 本件を上告審として受理しない。 

 ２ 申立費用は申立人の負担とする。 

第２ 理由 

   本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法３１８条１項により受理すべきものとは認めら 

  れない。 

 

令和５年５月１０日 

最高裁判所第一小法廷 

裁判長裁判官 岡 正晶 

   裁判官 山口 厚 

   裁判官 深山 卓也 

   裁判官 安浪 亮介 

   裁判官 堺 徹 


